
参考資料４ 

【消費者安全専門調査会の所掌事務に係る根拠法令】 

 
 
消費生活用製品安全法 （抄） 

 
（内閣総理大臣への報告等）  

第三十五条  消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者は、その製造又は輸入に係る消費生活

用製品について重大製品事故が生じたことを知つたときは、当該消費生活 用製品の名称及び型式、事

故の内容並びに当該消費生活用製品を製造し、又は輸入した数量及び販売した数量を内閣総理大臣に

報告しなければならない。  

２  前項の規定による報告の期限及び様式は、内閣府令で定める。  

３  内閣総理大臣は、第一項の規定による報告を受けたときは、直ちに、当該報告の内容について、主

務大臣に通知するものとする。  

４  内閣総理大臣は、第一項の規定による報告を受けた場合において、当該報告に係る重大製品事故

による一般消費者の生命又は身体に対する危害の発生 及び拡大が政令で定める他の法律の規定によ

つて防止されるべきものと認めるときは、直ちに、当該報告の内容について、当該政令で定める他の法律

の規定に基 づき危害の発生及び拡大を防止する事務を所掌する大臣に通知するものとする。  

 

（内閣総理大臣による公表）  

第三十六条   内閣総理大臣は、前条第一項の規定による報告を受けた場合その他重大製品事故が生

じたことを知つた場合において、当該重大製品事故に係る消費生活用製品に よる一般消費者の生命又

は身体に対する重大な危害の発生及び拡大を防止するため必要があると認めるときは、同条第四項の

規定による通知をした場合を除き、 当該重大製品事故に係る消費生活用製品の名称及び型式、事故の

内容その他当該消費生活用製品の使用に伴う危険の回避に資する事項を公表するものとする。  

２  内閣総理大臣は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、主務大臣に協議しなけ

ればならない。  

３  内閣総理大臣及び主務大臣は、第一項の規定による公表につき、消費生活用製品の安全性に関す

る調査を行う必要があると認めるときは、共同して、これを行うものとする。  

４  主務大臣は、第一項の規定による公表につき、必要があると認めるときは、機構に、消費生活用製

品の安全性に関する技術上の調査を行わせることができる。  

 



【消費者安全専門調査会の所掌事務に係る根拠法令】 

 
消費者安全法 （抄） 

 
（事業者に対する勧告及び命令）  

第十七条  内閣総理大臣は、商品等又は役務が消費安全性を欠くことにより重大事故等が発生した場

合（当該重大事故等による被害の拡大又は当該重大事故等とその原因 を同じくする重大事故等の発生

（以下「重大消費者被害の発生又は拡大」という。）の防止を図るために実施し得る他の法律の規定に基

づく措置がある場合を除 く。）において、重大消費者被害の発生又は拡大の防止を図るため必要がある

と認めるときは、当該商品等（当該商品等が消費安全性を欠く原因となった部品、 製造方法その他の事

項を共通にする商品等を含む。以下この項において同じ。）又は役務を供給し、提供し、又は利用に供す

る事業者に対し、当該商品等又は役 務につき、必要な点検、修理、改造、安全な使用方法の表示、役務

の提供の方法の改善その他の必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。  

２  内閣総理大臣は、前項の規定による勧告を受けた事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措

置をとらなかった場合において、重大消費者被害の 発生又は拡大の防止を図るため特に必要があると

認めるときは、当該事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。  

３  内閣総理大臣は、重大消費者被害の発生又は拡大の防止を図るために他の法律の規定に基づく措

置が実施し得るに至ったことその他の事由により前項の命令の必要がなくなったと認めるときは、同項の

規定による命令を変更し、又は取り消すものとする。  

４  内閣総理大臣は、第二項の規定による命令をしようとするとき又は前項の規定による命令の変更若

しくは取消しをしようとするときは、あらかじめ、消費者委員会の意見を聴かなければならない。  

５  内閣総理大臣は、第二項の規定による命令をしたとき又は第三項の規定による命令の変更若しくは

取消しをしたときは、その旨を公表しなければならない。  

 

（譲渡等の禁止又は制限）  

第十八条   内閣総理大臣は、商品等が消費安全性を欠くことにより重大事故等が発生し、かつ、当該

重大事故等による被害が拡大し、又は当該重大事故等とその原因を同じ くする重大事故等が発生する

急迫した危険がある場合（重大消費者被害の発生又は拡大の防止を図るために実施し得る他の法律の

規定に基づく措置がある場合を 除く。）において、重大消費者被害の発生又は拡大を防止するため特に

必要があると認めるときは、必要な限度において、六月以内の期間を定めて、当該商品等 （当該商品等

が消費安全性を欠く原因となった部品、製造方法その他の事項を共通にする商品等を含む。）を事業とし

て又は事業のために譲渡し、引き渡し、又 は役務に使用することを禁止し、又は制限することができる。  

２  内閣総理大臣は、重大消費者被害の発生又は拡大の防止を図るために他の法律の規定に基づく措

置が実施し得るに至ったことその他の事由により前項の禁止又は制限の必要がなくなったと認めるときは、

同項の規定による禁止又は制限の全部又は一部を解除するものとする。  

３  内閣総理大臣は、第一項の規定による禁止若しくは制限をしようとするとき又は前項の規定による禁

止若しくは制限の全部若しくは一部の解除をしようとするときは、あらかじめ、消費者委員会の意見を聴

かなければならない。  

４  第一項の規定による禁止若しくは制限又は第二項の規定による禁止若しくは制限の全部若しくは一

部の解除は、内閣府令で定めるところにより、官報に告示して行う。  

 
（消費者委員会の勧告等）  

第二十条  消費者委員会は、消費者、事業者、関係行政機関の長その他の者から得た情報その他の

消費者事故等に関する情報を踏まえて必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、消費者被害の

発生又は拡大の防止に関し必要な勧告をすることができる。  

２  消費者委員会は、前項の規定により勧告をしたときは、内閣総理大臣に対し、その勧告に基づき講

じた措置について報告を求めることができる。  



【内閣総理大臣の権限の消費者庁長官への委任に係る根拠法令】 

 
 
消費生活用製品安全法 （抄） 

（権限の委任）  

第五十六条  内閣総理大臣は、この法律による権限（政令で定めるものを除く。）を消費者庁長

官に委任する。  

２  この法律の規定により主務大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、地方支

分部局の長に委任することができる。  

消費生活用製品安全法施行令 

（消費者庁長官に委任されない権限）  

第十五条  法第五十六条第一項 の政令で定める権限は、法第四十一条第六項 の規定による要請

をする権限とする。  

 
消費者安全法 （抄） 

（権限の委任）  

第二十三条  内閣総理大臣は、前条第一項の規定による権限その他この法律の規定による権限（政

令で定めるものを除く。）を消費者庁長官に委任する。  

２  前項の規定により消費者庁長官に委任された前条第一項の規定による権限に属する事務の一

部は、政令で定めるところにより、都道府県知事又は消費生活センターを置く市町村の長が行うこ

ととすることができる。  

消費者安全法施行令 

（消費者庁長官に委任されない権限）  

第八条  法第二十三条第一項 の政令で定める権限は、法第六条第一項 並びに同条第四項 及び第

五項 （これらの規定を同条第六項 において準用する場合を含む。）、第七条、第十三条第四項、

第十四条第一項（関係行政機関の長（国務大臣であるものに限る。）に対する協力の求めに係る部

分に限る。）、第十六条、第十七条第二項から第五項まで並びに第十八条から第二十一条までの規

定による権限とする。  

 
 


